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議案第10号

令和６年度福岡市水道事業会計補正予算案（第２号）

（総　　則）
第１条　令和６年度水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第２条の業務の予定量を次のとおり補正する。
　第４項の⑴配水施設整備事業の事業費「12,124,879千円」を「12,794,725千円」に、
　　　　　⑵水源・浄水場整備事業の事業費「7,326,516千円」を「8,939,970千円」に改める。

（資本的収入及び支出）
第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額「16,405,356千円」を「17,370,340千円」に改める。）
収　　　　　　　　入

　　　（科　　　　目）　　　　　　（既決予定額）　　　（補正予定額）　　　　　（ 計 ）
第１款　資 本 的 収 入 12,353,718千円 1,318,316千円 13,672,034千円

第１項　企 　 業 　 債  7,420,000千円 156,000千円 7,576,000千円
第２項　補 　 助 　 金  1,625,234千円 639,697千円 2,264,931千円
第３項　出 　 資 　 金  1,365,908千円 522,619千円 1,888,527千円

支　　　　　　　　出
　　　（科　　　　目）　　　　　　（既決予定額）　　　（補正予定額）　　　　　（ 計 ）
第１款　資 本 的 支 出  28,759,074千円 2,283,300千円 31,042,374千円

第１項　建 設 改 良 費  20,658,280千円 2,283,300千円 22,941,580千円

（債務負担行為）
第５条の債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

事 項 期 間 限 度 額

高 宮 系 送 水 管 布 設 工 事
令 和 ７ 年 度

及　　び
令 和 ８ 年 度

令和７年度以降 26,160

（企業債）
第６条の起債の限度額を次のとおり変更する。

起 債 の 目 的 限 度 額
補 正 前 補 正 後

水 源 ・ 浄 水 場 整 備 事 業 費   2,739,000 2,895,000

令和７年２月17日提出

福岡市長         髙　島　宗 一 郎

千円

千円千円


